
金
滞
古
蹟
志
巻
十
七

玄
哲
は
、
本
遣
の
漢
法
皆
師
に

τ‘
中
納
言
利
常
卿
の
時
召
抱
え
ら

れ
、
大
阪
着
米
三
百
石
、
外
に
五
十
俵
賜
は
り
‘
寛
永
中
利
常
卿
小

松
養
老
の
頃
‘
小
松
へ
召
連
に
成
り
た
り
し
か
E
、
高
治
元
年
利
常

卿
諾
逝
に
付
.
金
津
ヘ
召
返
さ
れ
、
寛
文
七
年
に
残
す
。
共
の
子
三

折
家
を
継
ぎ
、
大
阪
渚
米
四
百
俵
賜
は
り
、
参
議
中
将
綱
紀
卿
に
奉

仕
し
、
元
秘
七
年
残
す
。
三
折
に
二
子
あ
り
。
長
男
鹿
安
家
を
縫
ぎ

た
り
。
初
五
人
扶
持
左
り
し
か
ど
、
後
三
百
石
を
賜
ひ
、
享
保
二
年

に
残
す
。
鹿
安
一
民
又
二
子
あ
り
。
長
男
を
玄
唱
と
稽
す
。
十
人
扶
持

賜
は
り
、
安
永
二
年
に
残
す
。
此
の
子
を
三
哲
と
稀
す
。
三
哲
の
子
・

を
玄
遣
と
稀
し
、
後
慶
庵
と
改
稽
す
と
、
加
陽
諸
士
系
譜
に
見
b
た

り
。
按
や
る
に
、
寛
永
四
年
の
士
幌
薬
師
衆
の
中
広
、
共
の
名
見
b

宇
。
寛
永
十
九
年
の
小
松
士
幌
に
、
五
百
石
大
石
玄
哲
細
工
町
と
あ
り

て
、
利
常
卿
小
松
在
城
中
は
、
小
松
の
細
工
町
に
て
邸
地
を
賜
は
り

し
と
聞
ゆ
。
叉
共
の
出
生
地
等
の
事
は
鮮
か
た
ら
宇
と
い
へ
ど
も
、
大

阪
靖
米
を
以
て
家
織
を
賜
は
り
た
れ
ば
、
京
都
に
居
た
る
野
師
に
て
、

京
都
よ
り
金
津
へ
召
寄
せ
ら
れ
し
と
聞
ゆ
れ
E
、
共
の
由
緒
書
を
見

ざ
る
故
に
鮮
か
た
ら
・
宇
。
三
百
石
に
五
拾
俵
を
賜
は
る
と
の
事
た
れ

ば
、
高
名
な
る
賠
師
た
る
ぺ
く
、
故
に
共
の
名
を
町
名
に
も
呼
ぴ
た

宇

し
と
い
ふ
。
天
保
二
年
八
月
雨
所
と
も
停
止
せ
ら
れ
J

茶
屋
町
の
町

名
を
鹿
し
‘
家
屋
の
体
裁
も
改
め
ら
れ
し
か
ど
、
文
政
以
来
の
飴
波

に
て
、
密
に
娼
妓
を
置
き
た
る
体
た
り
し
が
、
慶
臆
三
年
五
月
世
態

の
袋
濯
に
乗
じ
、
爾
所
共
更
に
再
興
し
、
愛
宕
町
を
ぽ
東
新
地
と
し
.

北
石
坂
を
ぽ
西
新
地
と
名
付
け
た
り
。
然
る
に
明
治
五
年
の
各
政
府

よ
り
の
.
御
建
に
依
っ
て
、
娼
妓
・
婆
妓
共
を
取
調
ぺ
‘
娼
妓
E
も
一
時

解
放
せ
ら
れ
.
東
西
新
地
の
稀
呼
を
麗
し
‘
東
新
地
は
愛
宕
何
番
町

と
改
稀
し
、
此
の
西
新
地
は
石
坂
何
番
町
と
改
稿
し
た
る
が
‘
陵
藩

置
脇
戸
籍
編
成
の
時
、
更
に
石
坂
町
と
せ
り
。

。
東
西
妓
棲
事
時

抑
金
轡
府
下
妓
棋
の
飛
躍
を
考
ふ
る
に
、
=
一
蜜
記
に
、
加
州
金
津
に

数
年
所
々
に
遊
君
有
り
て
、
色
に
ふ
け
る
者
共
金
銀
を
建
ひ
果
し
、

天
狗
額
母
子
と
い
ふ
事
を
仕
出
し
・
互
に
金
銀
を
む
さ
ぼ
り
、
夫
れ

が
矯
め
に
盗
賊
或
は
喧
嘩
を
す
る
も
の
勝
し
。
是
皆
傾
披
有
る
故
た

り
と
て
、
町
奉
行
へ
・
命
ぜ
ら
れ
、
竪
く
禁
制
に
成
り
た
り
。
然
底
犀

川
惣
樽
の
風
呂
屋
に
女
を
抱
え
置
き
、
湯
女
と
名
付
け
て
、
人
々
是

に
群
集
す
る
よ
し
聞
え
け
れ
ば
、
彼
の
風
呂
屋
の
親
子
等
、
・
泉
野
に

於
て
張
付
の
刑
に
蕗
せ
ら
れ
、
夫
よ
ゆ
傾
披
と
い
ふ
事
は
止
み
た
り

金
調
停
古
蹟
志
巻
十
し
屯

四

る
た
る
ぺ
し
。

一

。
針
'
屋
町

玄
哲
町
の
後
園
町
を
い
ふ
。
袋
異
記
K
・
賀
暦
二
年
三
月
十
二
日
石
坂

針
屋
町
一
軒
焼
失
と
し
、
泰
雲
公
年
譜
に
、
寅
暦
十
三
年
八
月
二
日

夜
寺
町
日
蓮
宗
本
長
寺
よ
り
出
火
、
石
坂
町
・
は
り
や
町
・
本
間
殿

町
・
助
九
郎
町
焼
失
。
と
あ
り
。
文
政
二
年
二
月
郡
地
の
ケ
所
金
津
事

行
支
配
に
成
り
た
る
時
、
石
坂
村
領
は
川
よ
り
末
は
針
屋
町
、
川
よ

り
西
は
石
坂
川
岸
と
町
の
境
を
立
て
た
り
。
共
の
翌
年
茶
屋
町
と
て

妓
棋
を
建
て
け
る
時
、
町
筋
綿
製
り
て
今
の
如
く
成
り
た
り
と
い
へ

り
。
針
屋
町
と
い
ふ
町
名
の
起
原
は
、
今
詳
か
た
ら
歩
。

。
石
坂
奈
屋
町

今
西
新
地
と
呼
ぺ
り
。
此
の
地
は
溜
野
川
の
愛
定
茶
屋
町
と
逮
ひ
、
文

政
以
前
は
茶
屋
町
の
名
稀
も
な
く
、
助
九
郎
町
・
針
屋
町
等
の
町
内

に
て
.
小
前
の
者
共
の
居
住
地
た
れ
ば
、
小
家
の
み
た
り
し
を
、
文

政
三
年
三
月
藩
令
に
依
っ
て
、
此
の
地
と
滋
野
川
愛
宕
下
と
雨
町
に

初

τ茶
屋
女
を
置
き
、
雨
町
と
も
茶
屋
町
と
稀
し
、
妓
棋
を
建
築
す

る
に
付
き
、
従
前
の
町
地
を
鑓
草
し
て
‘
一
番
丁
・
二
番
丁
・
=
一
番
丁

の
三
町
を
立

τ、
一
時
繁
昌
せ
し
が
、
共
の
年
間
織
に
十
二
年
な
り

や

け
り
と

-zk
。
右
は
寛
永
の
初
頃
た
る
よ
し
に
て
、
中
納
言
利
常
卿

の
時
た
り
ι
寛
永
五
年
入
月
廿
三
日
金
滞
町
中
定
書
に
、

一
、
於
=
町
中
-
傾
城
井
出
合
屋
堅
く
御
停
止
之
事
。

一
、
営
町
風
呂
屋
遊
女
之
事
、
安
之
作
法
有
ν
之
に
付
て
は
.
宿
主
可
v

震
昌
曲
曾
-
事
。

右
ニ
ク
僚
を
載
せ
ら
れ
、
寛
永
十
四
年
三
月
廿
五
日
の
定
書
に
も
、

同
様
載
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
寛
永
五
年
よ
り
般
禁
と
成
り
た
り
し
と
聞

ゆ
。
さ
て
此
の
後
々
の
定
書
共
に
も
‘
娼
妓
・
欝
妓
或
は
出
合
屋
等

の
事
は
.
寛
永
の
劇
を
守
り
て
股
禁
せ
ら
れ
し
ょ
し
記
載
あ
れ
ど
、

混
野
川
観
音
坂
下
・
四
軒
町
或
は
犀
川
馬
場
漣
・
笹
ク
町
・
質
囲
寺
裏

門
坂
、
共
の
他
に
も
所
々
密
費
女
を
ぽ
抱
え
'
置
く
の
み
訟
ら
や
、
出

合
屋
と
て
婦
人
を
連
行
き
止
宿
す
る
た

E
の
醜
俗
甚
数
‘
夫
れ
が
矯

風
俗
を
鋭
し
、
藩
政
の
弊
害
と
な
る
を
以
て
、
犀
川
石
坂
・
演
野
川
卯

辰
の
東
西
雨
所
へ
趨
め
、
公
然
と
国
民
の
遊
所
を
建
可
v
然
と
の
詮
踏

に
て
‘
寛
永
以
来
の
厳
禁
を
解
か
れ
.
文
政
三
年
三
月
務
主
十
二
世

櫨
中
将
部
門
庚
卿
よ
り
許
命
を
干
さ
れ
、
市
中
へ
命
令
あ
り
て
、
石
坂

及
び
愛
宕
下
の
雨
所
に
建
築
の
地
所
を
設
け
、
各
t

茶
屋
町
と
名
付

け
、
初

τ背
楼
を
ぽ
公
然
と
此
の
雨
地
に
建

τ.
従
来
の
密
費
女
ゐ

五




